
規

則

本
店
・
本
所

支
店
・
支
所

被相続人 指
定
代
表
者

被相続人 指
定
代
表
者

最
後
の
住
所

氏
名

死
亡
年
月
日

最
後
の
住
所

氏
名

死
亡
年
月
日

氏
名

住
所

口
座
番
号

氏
名

ふ
り
が
な

住
所

年
月

日

預
金
(貯
金
)
種
別

番
号

銀
行
・
金
庫

組
合
・
農
協

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
十
号

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中｢

又
は
第
七
号

様
式｣

を｢

、
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
又
は
第
二
十
二
号
の
四
様
式｣

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中｢
(第
12条
関
係
)
｣

を｢
(第
12条
､
第
13条
､
第
15条
関
係
)
｣

に
改
め
る
。

｢

第
十
一
号
様
式
中

｢を

｣
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

○
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検

査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

六

○
貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

七

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

七

○
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

八

○
職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

八

○
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員

の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

八

○
福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

九

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

○
職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

九



本
店
・
本
所

支
店
・
支
所

に
改
め
る
。

｣

第
二
十
二
号
の
四
様
式
中｢

(第
41条
関
係
)
｣

を｢
(第
13条
､
第
15条
､
第
41条
関
係
)
｣

に

改
め
、
同
様
式
そ
の
二
及
び
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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そ
の
２
(電
算
処
理
用
)
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そ
の
３
(自
動
車
税
用
)
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(表
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
第
十
一
号
様

式
に
よ
る
届
出
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
と
み
な

す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

税

務

課)

福
島
県
規
則
第
四
十
一
号

福
島
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
六
十
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
四
項
中｢

農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
振
興
課
研
究
技
術
室
長｣

を｢

農
林
水
産

部
農
業
支
援
総
室
農
業
振
興
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

財
産
管
理
課)

福
島
県
規
則
第
四
十
二
号

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
三
年
福
島
県
規
則
第
四

十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者｣

を｢

食
肉
衛

生
検
査
所
の
長｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

様
式
第
九
号
中｢

保
健
所
長
｣

を｢
福
島
県
知
事
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

食
品
生
活
衛
生
課)
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訓

令

番
号
月

日
件

名
(文
書
の
種
類
)
発
信
者
名

(受
信
者
名
)

収
受
す
る
文

書
の
日
付
・

記
号
・
番
号
受
領
印
月
日

処
理
経
過

内
容

福
島
県
規
則
第
四
十
三
号

貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

貸
金
業
法
施
行
細
則(

平
成
三
年
福
島
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中｢

福
島
県
商
工
労
働
部
商
工
労
働
総
室
金
融
課｣

を｢

福
島
県
商
工
労
働
部
商
工
労
働
総

室
経
営
金
融
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

金

融

課)

福
島
県
訓
令
第
六
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中｢

簿
冊｣

の
下
に｢

(

福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
駐
在

員
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
簿
冊
を
、
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則(

平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第

百
六
十
号)

第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
駐
在

員
に
あ
つ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
簿
冊
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中｢

福
島
県
文
書
管
理

規
程(

平
成
元
年
福
島
県
訓
令
第
一
号)

様
式
第
四
号
に
準
ず
る
様
式
に
よ
る
も
の｣

を｢
第
二
号
様

式｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中｢

第
二
号
様
式｣

を｢

第
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
六
号
中｢
第

三
号
様
式｣

を｢

第
四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

別
表
市
町
村
の
広
域
連
携
の
支
援
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。ス

ポ
ー
ツ
の
競
技
力

福
島
市
金
谷
川
一
番
地(

国
立

ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
力
の
向
上
を
図

の
向
上
を
図
る
た
め

大
学
法
人
福
島
大
学)

る
た
め
の
指
導
体
制
の
調
査
及
び
研

の
指
導
体
制
の
調
査

究
に
関
す
る
こ
と
。

及
び
研
究
に
関
す
る

業
務
に
従
事
す
る
職

員

第
三
号
様
式
中｢第
３
号
様
式
｣

の
次
に｢

(第
６
条
関
係
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式

と
す
る
。

第
二
号
様
式
中｢第

２
号
様
式
｣

の
次
に｢

(第
６
条
関
係
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式

と
す
る
。

第
一
号
様
式
中｢第

１
号
様
式
｣

の
次
に｢

(第
５
条
関
係
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一

様
式
を
加
え
る
。

第
２
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

文
書
整
理
補
助
簿

平成23年５月31日 火曜日 福 島 県 報 号外第41号7



備
考１
収
受
す
る
文
書
の
場
合
は
黒
書
き
し
､
発
送
す
る
文
書
の
場
合
は
朱
書
き
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
訓
令
第
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
六
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
九
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

出
納
局
長

別
表
中｢

出
納
局
長｣

を

市
町
村
復
興
支
援
担
当
理
事

に
、｢

家
畜
保
健
衛
生
所
次
長｣

を

原
子
力
損
害
対
策
担
当
理
事

子
育
て
支
援
担
当
理
事

｣
｢

家
畜
保
健
衛
生
所
次
長

に
改
め
る
。

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
副
部
長｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
訓
令
第
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
七
年
福
島
県
訓
令
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

｢
出

｢
市
町

別
表
の
行
政
職
給
料
表
格
付
表
中

出
納
局
長
出
納
局
次
長

を

当
理

｣
原
子
当
理
子
育

納
局

長
出
納
局
次
長

村
復
興
支
援
担

｢
事

に
改
め
、
別
表
の
研
究
職
給
料
表
格
付
表
中

農
業
総

力
損
害
対
策
担

副
所
長

事て
支
援
担
当
理
事

｣
｢

合
セ
ン
タ
ー
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

を

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

に
、

科
長

副
所
長

｣
｣

｢
｢

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
総
合
セ
ン

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

部
長

副
部
長

部
長

を

農
業
総
合
セ
ン

｣
科
長

タ
ー

タ
ー

に
改
め
る
。

｣
附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
訓
令
第
九
号
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福
島
県
教
育
委
員
会

本

庁

機

関

出

先

機

関

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中｢

農
林
水
産
部
農
林
水
産
総
室
農
林
総
務
課
農
地
調
整
室｣

を｢

農
林
水
産
部
農
業
支

援
総
室
農
業
担
い
手
課｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
中｢

農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
整
備
課
若
し
く
は
林
業
振
興
課｣

を｢

農
林
水
産

部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
訓
令
十
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

及
び
室
の
室
長｣

を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

又
は
室｣

を
削
る
。

第
八
条
中｢

農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
振
興
課
研
究
技
術
室｣

を｢

農
林
水
産
部
農
業
支
援

総
室
農
業
振
興
課｣

に
改
め
る
。

別
表
本
庁
機
関
の
項
中｢

農
業
振
興
課

研
究
技
術
室｣

を｢

農
業
振
興
課｣

に
、｢

農
産
物
安
全

流
通
課｣

を｢

農
産
物
流
通
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

農
業
振
興
課

研
究
技
術
室)

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中｢

栄
養
技
師｣

の
下
に｢

、
看
護
技
師｣

を
加
え
る
。

第
九
条
の
表
栄
養
技
師
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

専
門
看
護

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
な
看
護
及
び
診
療
の
補
助
の
業
務
を
処
理
す
る
。

技
師

主
任
看
護

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
の
看
護
及
び
診
療
の
補
助
の
業
務
を
処
理
す
る
。

技
師

副
主
任
看

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
な
看
護
及
び
診
療
の
補
助
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

護
技
師

看
護
技
師

上
司
の
命
を
受
け
、
看
護
及
び
診
療
の
補
助
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

学
校
経
営
支
援
課)

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
七
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
医
療
職
給
料
表
三�
格
付
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
職
給
料
表
三�
格
付
表

平成23年５月31日 火曜日 福 島 県 報 号外第41号9



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

看
護
部
長
相
当
職
Ｂ

看
護
師
長
相
当
職

上
級
看
護
係
員
の
職

看
護
係
員
の
職

専
門
看
護
技
師

主
任
看
護
技
師

副
主
任
看
護
技
師

看
護
技
師

主
任
保
健
技
師

保
健
技
師

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

教
育
総
務
課)
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